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第１２回 当別町教育委員会定例会議事録

日 時 平成２７年１０月２８日（水） 午後２時００分

場 所 役場３階中会議室

出席委員 白井委員長、武岡委員、寺田委員、小林委員、本庄委員

参 与 野村教育部長、山崎管理課長、小出社会教育課長、

村上管理課主幹、水谷管理課主幹、須藤社会教育課主幹、

高島学校教育係長、浪岡給食センター係長、上島社会教育係長、

春田総務係主査

傍 聴 者 １名

【開会の宣言】

武岡委員 ただ今、出席委員数５名、定数に達しておりますので、平成２７年第

１２回当別町教育委員会定例会を開催致します。

武岡委員 本会議に傍聴を希望する申し出がありましたので、これを許可しても

宜しいでしょうか。

（「異議なし」の声）

傍聴を許可致します。

暫時休憩致します。

（傍聴者入室）

再開致します。

【議事日程】

武岡委員 日程については、各委員に配付しています日程表により議事に入りま

す。

【日程第１】

武岡委員 日程第１ 委員長の選挙について、上程致します。

提案の説明を求めます。

教育部長。

教育部長

（提案の説明）

日程第１、委員長の選挙について、提案の説明を申し上げます。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律によ

る改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第１項及

び当別町教育委員会会議規則第２条の規定に基づき、委員長の選挙を行う

ものであります。よろしくお取り計らい願います。
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武岡委員

寺田委員

武岡委員

寺田委員

武岡委員

白井委員長

ただ今、提案の説明がありましたとおり、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する法律による改正前の地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第１２条第１項及び当別町教育委員会会議規則第

２条の規定に基づき、委員長の選挙を行います。

選挙の方法について、お諮り致します。

選挙には単記無記名投票と指名推薦の方法がございます。どちらの方法

を用いるか、委員皆様方のご意見を求めます。

指名推薦の方法を用いては、いかがですか。

ただ今、寺田委員より指名推薦の方法を用いてはどうか、とのご発議が

ありました。この意見について、委員全員の了承が得られれば、そのよう

に決したいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声）

異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、委員長の選挙は、指

名推薦の方法を用いることに決定致します。

それでは、指名推薦を求めます。

白井委員を推薦致します。

ただ今、白井委員が推薦されました。

この推薦に、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声）

異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、白井委員を委員長に

決定致します。

暫時休憩致します。

（座席移動後、白井委員長の就任挨拶）

再開致します。

【日程第２】

白井委員長 日程第２ 委員長の職務を代理する委員の指定について、上程致しま

す。

提案の説明を求めます。

教育部長。

教育部長

（提案の説明）

日程第２ 委員長の職務を代理する委員の指定について、提案の説明を

申し上げます。

ただ今、指名推薦選挙により新たに委員長が選任されたことから、地方
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教育部長 教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律による改正

前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第４項及び当別

町教育委員会会議規則第３条の規定に基づき、委員長の職務を代理する委

員の指定を行うものであります。よろしくお取り計らい願います。

白井委員長

小林委員

白井委員長

小林委員

白井委員長

白井委員長

ただ今、提案の説明がありましたとおり、委員長職務代理者の指定を行

います。

指定の方法については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第１２条第４項及び当別町教育委員会会議規則第３条の規定に基づ

き、委員長同様、選挙により決定を致します。

選挙の方法について、お諮り致します。

選挙には単記無記名投票と指名推薦の方法がございます。どちらの方法

を用いるか、委員皆様方のご意見を求めます。

委員長同様、指名推薦の方法を用いてはいかがですか。

ただ今、小林委員からご発議がございました。このご意見について、委

員全員の了承が得られれば、そのように決して、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声）

異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、委員長職務代理者の

指定は、指名推薦の方法を用いることに決定を致します。

それでは、指名推薦を求めます。

武岡委員を推薦致します。

ただ今、武岡委員が推薦されました。

この推薦に、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声）

異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、武岡委員を委員長職

務代理者に決定致します。

暫時休憩致します。

（委員長職務代理者の就任挨拶）

再開致します。

【日程第３】

白井委員長 日程第３、報告第１号を上程致します。

提案の説明を求めます。

教育部長。
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教育部長

（提案の説明）

ただ今、議題となりました報告第１号、平成２７年度教育費９月補正予

算について、提案の説明を申し上げます。

第１０回定例会において、協議案第１号として提案させていただき、委

員各位のご了解をいただきました補正予算について、平成２７年第５回当

別町議会定例会において、１０月１日に可決されましたので、これを報告

し、ご承認をいただこうとするものであります。

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願い致します。

白井委員長 ただいま、提案の説明がありましたが、質疑を求めます。

何かございませんか。よろしいですか。

質疑を打ち切り、報告第１号は原案のとおり承認してご異議ございませ

んか。

（「異議なし」の声）

委員全員の賛成を得ましたので、報告第１号は原案のとおり承認致しま

した。

【日程第４】

白井委員長 日程第４ 議案第１号を上程いたします。

提案の説明を求めます。

教育部長。

教育部長

（提案の説明）

ただ今、議題となりました議案第１号、平成２７年度全国学力・学習状

況調査「北海道版結果報告書」に掲載する当別町の結果報告について、提

案の説明を申し上げます。

平成２７年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」に掲載す

る当別町の結果報告を北海道教育委員会に提出するため、委員会の議決を

得ようとするものであります。よろしく、ご審議をいただきますよう、

お願い致します。

なお、詳細につきまして、管理課長から説明致します。

白井委員長

管理課長

管理課長。

それでは、私の方からご説明申し上げます。議案につきましては、２頁、

３頁、４頁になります。先ず、３頁をお開き下さい。こちらには、小学校

の状況を掲載しています。小学校の教科全体の状況と致しましては、レー

ダーチャートに示されているとおり、すべての教科領域において、全国・

全道の平均を下回っている状況でございます。また、小学校それから４頁

に記載しております中学校ともに、中段ほどに平均正答率を公表し、全国・
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管理課長 全道との比較ができるように掲載したものでございます。

また、児童質問調査、それから学校質問調査、教科の分析については、

成果の上がっている取り組み、良かった点を選択し、掲載しているもので

ございます。

また、一番下の学力向上の基本方針につきましては、教育委員会として

のこれまでの取り組み、それから今後進める取り組みについて、基本方針

として、掲載いたしているところでございます。

めくっていただきまして４頁になります。４頁については、中学校の状

況を掲載しています。中学校の教科全体の状況と致しましては、レーダー

チャートで示していますが、ほとんどの教科領域において、全国・全道の

平均を下回っている状況でございます。また、小学校同様、教科分析、生

徒質問紙、学校質問紙調査等については、成果が上がっている取り組み、

良かった点を選択、記載しております。

また、学力向上の基本方針につきましても、小学校同様でございますが、

教育委員会のこれまでの取り組み、今後の取り組みを掲載しているところ

でございます。

以上、委員会に提出するものでございます。

白井委員長

寺田委員

白井委員長

管理課長

白井委員長

ただ今、提案の説明がございましたが、質疑を求めます。

何かあれば、お受けしますが、いかがですか。

寺田委員。

今回は、これで北海道に報告するのは、いいと思っています。この間の

西川先生の講演会の中で、そのまちの中での経年変化というものに注目し

て、そこで改善されるとか、そういうものを考えていくことにこそ意味が

あるというお話があったと思うので、公表する内容とは、別のことかもし

れないのですけれども、そういうところに、私たちは、意識していかない

といけないんだなと思いました。発言だけさせていただきます。

管理課長。

今、寺田委員からのご意見があったところについては、今後、検討、公

表させていただきます当別町の経年変化につきまして、その中で改善し

て、お示ししたいと思います。

ほかに何か、ございませんでしょうか。

武岡委員。
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武岡委員

白井委員長

児童質問調査の結果をみますと、年度毎に子供たちの勉強に対する好き

嫌いの度合い、結構高くなってきているんですよね。

ということは、先生方が努力してくださっている成果がここには出てる

んじゃないかなというふうに思います。たしかに、教科の中身を見ますと

全道平均いかないところもありますけども、ほかのところは頑張れば、相

対的に上がっていかないということになりますので、寺田委員がおっしゃ

ったように絶対性でみていくような、教育観に立ちたいと、ですから、管

理課が後から出してくださる資料をみせていただいて、いいところを伸ば

していうようにしていきたいな、と思っております。

よろしいですか。

ほかに何か、ございませんでしょうか。

それでは、質疑を打ち切り、議案第１号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。

（「異議なし」の声）

異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第１号は原案の

とおり決定致しました。

【日程第５】

白井委員長 日程第５ 議案第２号を上程いたします。

提案の説明を求めます。

教育部長。

教育部長

（提案の説明）

ただ今、議案第２号、平成２７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調

査「北海道版結果報告書」への当別町の結果掲載について、提案の説明を

申し上げます。

平成２７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査に関する実施要領に

基づき、「北海道版結果報告書」への当別町の結果資料を掲載することに

同意するため、委員会の議決を得ようとするものであります。

よろしく、ご審議をいただきますよう、お願い致します。

なお、詳細につきましては、管理課長から説明致します。

白井委員長

管理課長

管理課長。

それでは、私の方からご説明申し上げます。先ず、議案につきましては、

５頁になりますが、別冊の１頁をお開きいただきたいと思います。こちら

の方に、今回の結果公表に関する道教委、それから市町村教育委員会の説

明責任等について、記載しているところでございます。
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管理課長

白井委員長

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果公表に関する、道教委の考

え方について、改めて指摘して参りたいと思います。

先ず、道教委の説明責任についてございます。上段の方になります。道

教委では、広域的な行政施策を実施してきており、その成果等について道

民に分かりやすく説明があります。これまで、管内別の結果を公表するな

ど、報告書の内容について不断の工夫・改善を行ってきたところでござい

ます。平成２６年度からは、実施要領に基づきまして、市町村別の結果を

公表することとし、同意が得られました１１４市町村の調査結果及び分析

結果・改善方法を報告書に掲載し、公表されたところでございます。

また、道教委では、平成２７年度も同様の考え方で市町村別の結果を報

告する考え方であります。また、下段になります。市町村教育委員会の説

明責任についてでございます。小・中学校の教育に関しては、市町村教育

委員会が設置管理者としての責任と権限を有しております。自らの施策の

現状と成果の１つとして、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果を

様々な角度から一定の数値により分かりやすく公表するとともに、施策の

改善につなげていくことが大切と考えております。

２頁をお開き下さい。２頁には、道教委による公表の具体が記載されて

いるところでございます。道教委と致しましては、市町村名を明らかにし

た公表についてですが、公表の内容は、各種目の成果と課題が明確になる

よう、各種目のＴ得点を示すレーダーチャートを基本とするとともに、分

析結果や体力向上策を併せて示すこととし、市町村に同意を求めるもので

ございます。

また、３頁に公表の基本フォーマット等の例示がされているところでご

ざいます。この点については、昨年度と大きく変わる点ではございません。

本日、同意の決定をいただいた後に、改めて、当別町の結果報告の内容

につきまして、委員会に諮り、議決をいただく予定と考えているところで

あります。以上です。

ただ今、提案理由の説明がありましたが、質疑を求めます。

なければ、質疑を打ち切り、議案第２号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。

（「異議なし」の声）

異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第２号は原案の

とおり決定を致しました。

【閉会の宣言】

白井委員長 以上で本委員会に付議されました案件の審議は、全て終了致しました。

平成２７年第１２回当別町教育委員会定例会を閉会致します。
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白井委員長

白井委員長

小林委員

白井委員長

管理課長

白井委員長

（傍聴者退出）

そのほか、事務局から連絡事項等、お願いします。

◆管理課長より説明

〇平成２７年９月議会定例会一般質問について

〇第２回総合教育会議について

〇弁華別小学校・中学校閉校記念式典・惜別の会について

〇給食の異物混入について

〇野球大会（西当中）・統計グラフコンクール（弁小）について

◆社会教育課主幹より説明

〇平成２７年９月議会定例会一般質問について

〇第７回とうべつさわやか駅伝について

〇「こころのふれあい通学合宿」in 当別について

〇第６６回当別町文化祭について

〇各種社会教育事業の実績について

委員の皆さんから、お聞きしたい点等、何かございますか。

小林委員。

異物混入の虫は、人体に何か影響はあるんですか。

管理課長。

インターネット等で調べた限りでは、特段、食べたとしても体に害はな

いと掲載されていたところです。

ほかに何か、ございませんか。なければ、次回の定例会の日程ですけれ

ども、１１月２０日（金）１４時から第２庁舎２階でご予定を入れていた

だきたいと思います。では、以上で全て終了致します。

閉会 午後２時２３分


